
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
七

二第
３
号
及
び

第
３
号
又
は

（
印
刷
誤
り
）

四
一

六2027
２
０
２
７

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

五
三

一記
載

欄
の
記
載

（
原
稿
誤
り
）

八
一
七
〜
八ヴ

ォ
ロ
ン
ツ
ォ
ア

・
ソ
フ
ィ
ア
・
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ

ナ

ヴ
ォ
ロ
ン
ツ
ォ
ワ

・
ソ
フ
ィ
ア
・
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ

ナ

令和年月日 木曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

掲
載
頁

三
十
七
頁
（
号
外
第
一
一
四
号
）

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
千
代
田
区
六
番
町
一
五
番
二
号

再
生
堂
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

呉

響

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
十
万
円
減
少
し
四
百
四
十

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

三
重
県
桑
名
市
大
字
和
泉
四
一
七
番
地
三

合
同
会
社
桑
員
電
気
引
込
工
事
セ
ン
タ
ー

代
表
社
員

東
新
電
機
工
業
株
式
会
社

職
務
執
行
者

黒
田

幹
司

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
に
つ
い
て
、
金
二
億
五
千

七
百
七
十
七
万
七
千
三
百
円
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日

掲
載
頁

六
十
八
頁
（
号
外
第
一
一
二
号
）

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
世
田
谷
区
下
馬
六
丁
目
二
九
番
三
号

株
式
会
社
東
光
園
Ｋ
・
Ｓ
・
Ｈ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役

田
丸

敬
三

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
株
式
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
資
本
準
備
金

の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
増
加
額
全
額
を

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

静
岡
県
三
島
市
三
ツ
谷
新
田
二
九
四
番
地

ア
オ
イ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
渡

秀
徳

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
九
億
五
千
五
百
万
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
十
九
億
四
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
円
山
町
三
番
六
号

株
式
会
社
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｚ

代
表
取
締
役

岡
本

真
哉

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
一
億
六
千
四
百
八
十
五
万

七
千
三
百
十
二
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
五
億
八
千
五

百
二
十
三
万
三
千
二
百
五
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
丁
目
二
五
番
二
号

べ
ー
ス
フ
ー
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

橋
本

舜

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
墨
田
区
横
川
五
丁
目
三
番
一
〇
号

株
式
会
社
ム
ラ
カ
ミ

代
表
取
締
役

安
達

大
作

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効

と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

広
島
市
南
区
大
州
三
丁
目
一
番
四
二
号

テ
ン
パ
ー
ル
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
久
間
由
峰

取
消
公
告

令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
（
号
外
第
九
十
二
号
）
掲
載

の
第
三
十
九
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
港
区
新
橋
一
丁
目
一
〇
番
六
号
新
橋
Ｍ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ
七
階

Ｇ
Ｎ
オ
ー
デ
ィ
オ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

安
藤

靖

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
一
四
号
）
掲
載

の
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
貸
借
対
照
表
の
要
旨

（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

大
阪
市
淀
川
区
塚
本
一
丁
目
一
五
番
二
七
号

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
野

有
理

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
（
号
外
第
一
一
四
号
）
掲
載

の
株
式
交
付
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
株
式
交

付
公
告
の
み
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

神
戸
市
中
央
区
海
岸
通
五
番
地

株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
キ
ュ
ー
ブ

代
表
取
締
役

小
賀

浩
通

令
和
七
年
四
月
四
日
（
号
外
第
七
十
七
号
）
公
布
内
閣

府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・

農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令

第
七
号
（
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改

正
す
る
命
令
）

令
和
七
年
四
月
十
四
日
（
号
外
第
八
十
四
号
）
公
布
財

務
省
令
第
四
十
三
号
（
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
四
月
十
四
日
（
号
外
第
八
十
四
号
）
公
布
財

務
省
令
第
四
十
六
号
（
防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
五
月
一
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配
第
十

三
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

訂
正
公
告

令
和
六
年
九
月
三
十
日
（
号
外
第
二
二
八
号
）
掲
載
の

第
二
十
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、（
う
ち
当
期
純
利
益
）

「1403540

」
と
あ
る
は
「411952

」
の
誤
り
に
つ
き

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

東
京
都
港
区
赤
坂
四

二

六株
式
会
社
ボ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

澤
田

敏



Rectangle

Rectangle

Rectangle
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